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熊本県告示第７６２号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
事業所の名称及び所 
在地 

事業者の名称、主た 
る事務所の所在地及
び代表者の氏名 

指定年月日
 

  事業所番号 指定障害福
祉サービス
の種類 

就労移行支援事業所
在宅就労支援事業団 
熊本市九品寺５丁目
９番１号 

特定非営利活動法人
在宅就労支援事業団 
熊本市九品寺５丁目
９番１号 
田中 良明 

平成２０年
１０月１日

4310100716 就労移行支
援（一般型）

 
 
熊本県告示第７６３号 
 平成２０年９月１１日に熊本県議会の定例会を、熊本市に招集する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 
 
熊本県告示第７６４号 
 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３項の規定により、軽油
引取税の特約業者の指定を次のとおり取り消した。 
  平成２０年８月２９日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 
    氏   名 

 
  主たる事務所又は事業所の所在地 

 
  指定取消年月日 

 
畑上 清 

 
水俣市深川２７６番地 

 
平成２０年８月１日 

 
 
熊本県告示第７６５号 
 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により、人吉市及び球磨郡にお
ける特定計量器定期検査を次のとおり実施するので、同法第２１条第２項の規定により告
示する。 
  平成２０年８月２９日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 集合検査 
検査区域 検 査 日 検査受付時間 検 査 場 所 対象となる特定計量器 
多良木町 平成２０年１

０月１日 
午前１０時半か
ら正午まで 

黒肥地公民館（
黒肥地幼稚園跡
） 

多良木町 平成２０年１
０月１日 

午後１時半から
午後４時まで 

久米公民館 

多良木町 平成２０年１
０月２日 

午前９時から午
後４時まで 

多良木町畜産セ
ンター 

山江村 平成２０年１
０月３日 

午前９時から午
後３時まで 

山江村役場 

相良村 平成２０年１
０月６日 

午後１時から午
後４時まで 

相良村生涯学習
センター 

相良村 平成２０年１
０月７日 

午前９時から午
後４時まで 

相良村畜産セン
ター 

錦町 平成２０年１
０月８日 

午後１時から午
後４時まで 

木上コミュニテ
ィーセンター 

錦町 平成２０年１
０月９日 

午前９時から午
後４時まで 

錦町青年会館 

非自動はかり（計量法施行
令（平成５年政令第３２９
号）第５条第１号又は第２
号に掲げるものを除く。）
、分銅及びおもり 

 告  示 
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水上村 平成２０年１
０月１０日 

午前９時から午
後３時まで 

水上村役場 

あさぎり
町 

平成２０年１
０月１４日 

午前１０時から
午後４時まで 

あさぎり町深田
支所 

あさぎり
町 

平成２０年１
０月１５日 

午前９時から午
後４時まで 

あさぎり町上支
所 

あさぎり
町 

平成２０年１
０月１６日 

午前９時から午
後４時まで 

あさぎり町上支
所 

あさぎり
町 

平成２０年１
０月１７日 

午前９時から午
後３時まで 

あさぎり町役場
本庁舎 

球磨村 平成２０年１
０月２０日 

午前１０時半か
ら午後３時まで 

渡地区多目的集
会所 

球磨村 平成２０年１
０月２１日 

午前９時から午
前１１時半まで 

神瀬地区多目的
集会所 

球磨村 平成２０年１
０月２１日 

午後１時から午
後４時まで 

石の交流館やま
なみ 

湯前町 平成２０年１
０月２２日 

午前９時から午
後４時まで 

湯前町役場 

五木村 平成２０年１
０月２３日 

午前９時から正
午まで 

五木村役場 

五木村 平成２０年１
０月２３日 

午後１時半から
午後２時半まで 

宮園老人いこい
の家 

人吉市 平成２０年１
０月２７日 

午前９時半から
午後４時まで 

東西コミュニテ
ィーセンター 

人吉市 平成２０年１
０月２８日 

午前９時から午
後４時まで 

人吉球磨能力開
発センター 

人吉市 平成２０年１
０月２９日 

午前９時から午
後４時まで 

人吉市勤労青少
年ホーム 

人吉市 平成２０年１
０月３０日 

午前９時から午
後３時まで 

人吉市勤労青少
年ホーム 

 

 
２ 所在場所検査 

  実 施 期 日     実  施  場  所 

平成２０年１０月１日から
平成２０年１０月３０日ま
で 

特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号
）第３９条第１項第１号から第５号に定めるものにあって
は、その計量器の所在場所 

 
３ 実施機関 
  社団法人 熊本県計量協会 
 
 
熊本県告示第７６６号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４７条の規定により次の特定旧法指
定施設から辞退の届出があったので、同法第５１条の規定により公示する。   
  平成２０年８月２９日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
事業所の名称及び所
在地 

事業者の名称、主た
る事務所の所在地及
び代表者の氏名 

辞退年月日 事業所番号 事業の種類   

身体障害者療護施設
のぞみ（通所部） 
八代郡氷川町鹿島９
４５ 

社会福祉法人白寿会
八代郡氷川町鹿島９
４５ 
中島 巳年雄 

平成２０年
９月３０日 

4311700027 
 

身体障害者療護
施設 

 
 
熊本県告示第７６７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
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の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年８月２９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 
備 考 

上椎葉湯前
線 

球磨郡水上村大字江代字平 
     １５７７番８地先から 
同所 
     １５７７番８地先まで 

 
   134.5 

球磨郡球磨村大字渡丙字荒谷 
     １１１２番２地先から 
同所 
     １１１６番４地先まで 

 
   117.0 

球磨郡球磨村大字渡丙字荒谷 
     １１３９番１９地先から 
同所 
     １１３９番２６地先まで 

 
   151.0 

一般県道 

高沢一勝地
線 

球磨郡球磨村大字渡丙字荒谷 
     １１１６番４地先から 
同所 
     １１２６番１地先まで 

 
   144.0 

 
緊道整
Ｂ防災 

       
２ 供用を開始する期日 平成２０年８月２９日 
 
 
熊本県告示第７６８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２０年８月２９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後 
幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考 

 
前 

 21.6 
  ～ 
 22.5 

 
 21.0 

一般国道 ３８７号 
 
 
 

大分県玖珠郡九重町大字菅原
字駄原 
       ５５５番２地先から 
同所 
       ５５５番２地先まで 

 
後 

  0.0 
  ～ 
  0.0 

 
  0.0 

工事完
了に伴
う区域
変更 

       
２ 区域を変更する期日 平成２０年８月２９日 
 
 
熊本県告示第７６９号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年８月２９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 
備 考 

一般国道 ３８７号 大分県玖珠郡九重町大字菅原字駄原 
       ５５５番２地先から 
同所 
       ５５５番１地先まで 

 
   204.5 

 
地域連
携国道 

２ 供用を開始する期日 平成２０年９月２日 
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熊本県告示第７７０号 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のと
おり使用料の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 委託の内容 
  熊本県港湾管理条例（昭和４１年条例第４２号）に基づく、熊本港官公庁船だまり浮 
 桟橋（東側）に係る使用料の収納事務 
２ 委託の相手方 
  熊本フェリー株式会社 熊本市新港１丁目２番 
３ 委託期間 
  平成２０年９月１日から平成２１年３月３１日まで 
 
 
熊本県告示第７７１号  
  熊本県少年保護育成条例（昭和４６年熊本県条例第３０号）第７条第１項の規定により
少年に有害な興行として平成２０年８月２１日次のように指定したので、同条第２項の規
定により告示する。 
    平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

種 別      題       名 指  定  理 由

  有害指定 
  映画 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

痴漢電車 夢うつろ制服狩り（オーピー） 
性犯罪捜査 暴姦の魔手（オーピー） 
歓びの喘ぎ 処女を襲う（新東宝） 
日本残虐女拷問（新東宝） 
三匹の和服牝美人 －十人十色の性－（新日本） 
濡れた太股 揺れる車内で（新東宝） 
人妻のじかん 夫以外と寝る時（新日本） 
団地妻セックスバトル 不倫とスワップ（新東宝） 
私の後家さん 濡れ上手（新日本） 
イヴの本気レズ いかせる指と舌（新東宝） 
ハレンチな女 真昼の発情（オーピー） 
ＳＥＸ相談 痴女の股ぐら（新東宝） 
エロマダム 襦袢と喪服（新日本） 

  著しく性的感
情を刺激し、少
年の健全な育成
を阻害するおそ
れがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
熊本県告示第７７２号 
 家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第４条第１項に規定する平成２０年度の
定期種畜検査を次のとおり実施したので報告する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 実施の目的 
  優良な種畜を確保し、家畜の改良増殖を促進するため。 
２ 検査対象 
  家畜改良増殖法第４条に規定する牛の雄、馬の雄及び家畜人工授精の用に供する豚の 
雄 
３ 検査実績 
月 
 

日 
 

曜 
   

種畜証明書番号 
(H20熊本県1) 

 頭数 
 

 畜種 
 

 検査成績 
 

  飼養者 
 

  検査場所 
 

第1～27号 
 
 

  ２７ 
 
 

肉用牛
 
 

１級 (24頭 )
２級(3頭) 
 

第28～32号 
 
 

    ５ 
 
 

 豚 
 
 

２級(4頭) 
 
 

熊本県農業研究 
センター 
 
 
 
 

合志市 
 
 
 
 
 

第33～45号 
 
 

  １３ 
肉用牛
 
 

特級(9頭) 
１級(3頭) 
２級(1頭) 

熊本県 
 
 

合志市 
 
 

第46号     １ 肉用牛 ２級 井上義朗 玉名郡和水町 

 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第47号 
 
 

    １ 
 
 

肉用牛
 
 

１級 
 
 

独立行政法人家
畜改良センター
熊本牧場 

玉名市 
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第48～50号 
 

    ３ 
       

肉用牛
 

２級 
 

株式会社泗水牧
場 

菊池市 
 

第51号     １ 肉用牛 ２級 水上龍介 菊池市 
第52～53号     ２ 肉用牛 ２級 中村幸弘 菊池市 
第54～55号     ２ 肉用牛 ２級 瀧内権二 菊池市 

13 
  
  
 
 
 
 

火 
  
  
 
 
 
 第56～57号     ２  馬 ２級 村山光弘 菊池郡大津町 

第58～69号   １２  馬 ２級 
第70～73号    ４ 肉用牛 ２級 

古閑清和 
 

菊池郡菊陽町 
 

第74～75号    ２  馬 ２級 本田哲也 熊本市 
第76～77号     ２  馬 ２級 志水勝国 熊本市 
第78～80号     ３  馬 ２級 本田土寿 熊本市 

14 
 
 
 
 
 
 

水 
 
 
 
 
 
 第81号     １  馬 ２級 山口隆介 上益城郡山都町

15 
 
 

木 
 
 

第82～286号 
 
 

２０５ 
 
 

 豚 
 
 

２級 
 
 

全農畜産サービ
ス株式会社西日
本原種豚場 

菊池市 
 
 

第287～288号    ２ 肉用牛 ２級 高村祝次 阿蘇郡小国町 

第289号   １ 馬 級外 佐藤瀬市 阿蘇郡南小国町

第290～291号 
 

   ２ 
 

肉用牛
 

１級(1頭) 
２級(1頭) 

農事組合法人狩
尾牧場 

阿蘇市 
 

第292号 
 
 

   １ 
 
 

 馬 
 
 

級外 
 
 

有限会社梅木観
光夢大地グリー
ンバレー 

阿蘇市 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第293号     １ 肉用牛 ２級 農事組合法人山
鹿酪農組合 阿蘇郡産山村 

第294～296号 
 
 

   ３ 
 
 

 馬 
 
 

２級 
 
 

熊本県畜産農業
協同組合阿蘇支
所 

阿蘇市 
 
 

第297～298号    ２ 肉用牛 ２級 江藤要一 阿蘇市 
第299号    １  馬 級外 白石重雄 阿蘇市 

20 
 
 
 
 
 
 

火 
 
 
 
 
 
 第300号     １ 肉用牛 １級 赤水牧野組合 阿蘇市 

第301号 
 
 

    １ 
 
 

肉用牛
 
 

２級 
 
 

西阿蘇酪農業協
同 組 合  代 表 者
山田正晴 

阿蘇郡西原村 
 
 

第302～312号 
 
 

  １１ 
 
 

乳用牛
 
 

１級(1頭) 
２級(10頭)
 

第313～337号 
 
 

  ２５ 
 
 

肉用牛
 
 

特級(5頭) 
１級(4頭) 
２級(16頭)

社団法人家畜改
良事業団熊本種
雄牛センター 
 
 
 

阿蘇郡西原村 
 
 
 
 
 

第338～340号 
 
 

   ３ 
 
 

肉用牛
 
 

１級(2頭) 
２級(1頭) 
 

財団法人熊本県
農業公社西原公
共育成牧場 

阿蘇郡西原村 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第341～347号 
 

   ７ 
 

 馬 
 

２級 
 

有限会社宮村牧
場 

阿蘇郡西原村 
 

第348～350号 
 
 

    ３ 
       
       

肉用牛
 
 

１級(2頭) 
２級(1頭) 
 

財団法人熊本県
農業公社球磨公
共育成牧場 

球磨郡球磨村 
 
 

第351号 
 

  １ 
 

肉用牛
 

２級 
 

種村孝典 
 

球磨郡あさぎり
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

木 
 
 
 
 
 
 

第352～356号 
 

    ５ 
       

肉用牛
 

１級(1頭) 
２級(4頭) 

 6 
 

27 
 

金 
 

第357号 
 

    １ 
 

肉用牛
 

２級 
 

有限会社マルナ 
カファーム 
 
 

球磨郡錦町 
 
 
 

 
 
熊本県告示第７７３号 
 平成２１年度熊本県老人福祉施設整備計画等事前協議実施要項を次のように定める。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    



 平成 20 年 8 月 29 日 金曜    熊 本 県 公 報          第１１７３４号 7 

   平成２１年度熊本県老人福祉施設整備計画等事前協議実施要項 
（趣旨） 
第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１８条第１項の規定に基づく介護保

険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画及び老人福祉法（昭和３８年法
律第１３３号）第２０条の９第１項の規定に基づく老人福祉事業の供給体制の確保に関
する計画において定める老人福祉施設の円滑な整備等を推進するため、老人福祉施設等
の整備等を実施しようとする者に、当該整備等に着手する前に当該整備等の事業計画の
事前協議を求めることとし、これに関し必要な事項を定める。 

（対象とする事業計画） 
第２条 事前協議の対象とする事業計画は、平成２１年度に実施しようとする事業であっ

て、別表に掲げるものとする。ただし、熊本市内における計画及び地域密着型サービス
に該当する計画は除くものとする。 

（提出期限） 
第３条 事前協議書は、別途定める様式に基づき、平成２０年１０月６日（月）午後５時

までに、健康福祉部高齢者支援総室に提出するものとする。 
（審査及び採択） 
第４条 提出された事業計画は、事業実施の必要性、事業内容の妥当性及び事業実施に向

けての計画の熟度等を、別途定める「平成２１年度審査評点表」に基づいて、健康福祉
部所管施設整備等審査会において審査したうえで、予算の範囲内で、補助対象計画とし
ての採否を決定するものとする。 

（雑則） 
第５条 この要項に定めるもののほか、事前協議に関して必要な事項は、別途定める「平

成２１年度老人福祉施設整備計画等に係る事前協議の基本方針」によるものとする。 
   附 則 
１ この要項は、告示の日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、平成２１年４月

１日から施行する。 
２ この要項は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。 
３ 熊本県老人福祉施設等整備計画事前協議実施要項（平成１９年熊本県告示第６９０号）

は、廃止する。 
４ 前項の規定による廃止前の熊本県老人福祉施設等整備計画事前協議実施要項の規定は、

平成２１年度に事業を実施しようとする老人福祉施設等整備計画の事前協議には適用し 
 ない。 
別表 

施設種別 整備区分 事前協議書提出の対象 
増築 特別養護老人ホーム 
改築 
増築 養護老人ホーム 
改築 

県の補助金を受けて行おうとするもの 

 備考 
  １ 「増築」とは、既存施設の現在の入所定員の増員を伴わず、既存施設の居室を取

り壊さず、新たに居室を整備することをいう。 
  ２ 「改築」とは、既存施設の現在の入所定員の増員を伴わず、既存施設の居室を取

り壊して、新たに居室を整備することをいう。 
 
 
熊本県告示第７７４号 
 平成１９年度熊本県老人福祉施設等整備要項を廃止する要項を次のように定める。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   平成１９年度熊本県老人福祉施設等整備要項を廃止する要項 
 平成１９年度熊本県老人福祉施設等整備要項（平成１８年熊本県告示第７８８号）は、
廃止する。 
   附 則 
 この要項は、告示の日から施行する。 
 
 
 
 
熊本県公告第５９９号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２９日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 （１） マックスバリュ川尻店 

 公  告 
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    熊本市八幡七丁目５番１号 
 （２） くらし館国府店 
    熊本市国府三丁目２８番２８号 
 （３） 八反田ショッピングセンター 
    熊本市八反田二丁目３５１９番地４ほか 
２ 変更した事項 
  大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

      名 称   代表者の氏名 
変更前 マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野邦雄 
変更後          同 上 代表取締役 築城政雄 

３ 変更の年月日 
  平成２０年５月１０日 
４ 変更する理由 
  小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月３０日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
  (１)  縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
  (２)  縦覧期間 
    平成２０年８月２９日から平成２０年１２月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６００号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２９日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  やつしろショッピングセンター 
  八代市本町三丁目１番２号 
２ 変更した事項 
 (１)大規模小売店舗の名称 
  （変更前） （仮称）ＪＰＣ八代商業施設 
  （変更後） やつしろショッピングセンター 
 (２)大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

      名 称   代表者の氏名 
変更前 ＪＰＣ九州八代開発合同会社 代表社員  中塚賀晴 
変更後      同 上 職務執行者 深井 閏 

 (３)大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

      名 称   代表者の氏名 

変更前 マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野邦雄 

変更後          同 上 代表取締役 築城政雄 
３ 変更の年月日 
  (１)平成１９年８月３１日 
 (２)平成１９年８月２４日 
 (３)平成２０年５月１０日 
４ 変更する理由 
  店舗名称の変更、設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月３０日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
  (１)  縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び八代地域振興局総務振興課 
  (２)  縦覧期間 
    平成２０年８月２９日から平成２０年１２月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０１号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定に基づき平成１
９年１２月１４日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により天草市から意見
書の提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意
見書を縦覧に供する。 
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  平成２０年８月２９日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ＴＳＵＴＡＹＡ天草店 
  天草市南新町５番３ほか 
２ 市町村意見の概要 
  なし 
３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び天草地域振興局総務振興課 
  平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０２号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定に基づき平成２
０年２月８日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により熊本市から意見書の
提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書
を縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  レッドキャベツ桜木店  
  熊本市花立三丁目４－１ 
２ 市町村意見の概要 
  なし 
３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０３号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定に基づき平成２
０年３月７日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により熊本市から意見書の
提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書
を縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ＨＩヒロセスーパーコンボ田崎市場通り店 
  熊本市上代一丁目５５７番ほか         
２ 市町村意見の概要 
  なし 
３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０４号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定に基づき平成２
０年３月１９日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により熊本市から意見書
の提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見
書を縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ゆめタウンはません店 
  熊本市田井島一丁目２番１号 
２ 市町村意見の概要 
  なし 
３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０５号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定に基づき平成２
０年３月１９日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により熊本市から意見書
の提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見
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書を縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ゆめタウンサンピアン店 
  熊本市上南部二丁目２－２ 
２ 市町村意見の概要 
  なし 
３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０６号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第１１条第３項の規定による届出が
あったので、次のとおりその概要を公告する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ジャスコ玉名店 
  玉名市亀甲字前田９５番地ほか 
２  大規模小売店舗の譲渡、相続又は合併があった年月日 
    平成１８年１２月２７日 
３ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の 
 氏名 

    承継前     承継後 
株式会社壽屋 
代表取締役 須藤和徳 
熊本市安政町１番２号 

株式会社アスト 
代表取締役 馬場英治 
熊本市安政町１番２号 

４ 大規模小売店舗の譲渡、相続又は合併の理由 
   建物譲渡のため 
５ 大規模小売店舗内の譲渡、相続又は合併に係る店舗面積 
    ８，５００平方メートル 
６ 届出年月日 
  平成２０年８月１３日 
 
 
熊本県公告第６０７号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
    ホームワイド菊陽店 
    熊本市龍田町弓削６７７番地１ほか 
２ 変更した事項 
  大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

    名 称   代表者の氏名 

変更前 イオン九州株式会社 代表取締役 松井博史 

変更後       同 上 代表取締役 岡澤正章 
３ 変更の年月日 
  平成２０年５月９日 
４ 変更する理由 
  小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年８月１３日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
    平成２０年８月２９日から平成２０年１２月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０８号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ



 平成 20 年 8 月 29 日 金曜    熊 本 県 公 報          第１１７３４号 11 

ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームワイド御船店 
  上益城郡御船町辺田見字中道２０１番１ほか 
２ 変更した事項 
 (１)大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

    名 称   代表者の氏名 

変更前 イオン九州株式会社 代表取締役 松井博史 

変更後       同 上 代表取締役 岡澤正章 

 (２)大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

    名 称   代表者の氏名 

変更前 イオン九州株式会社 代表取締役 松井博史 

変更後       同 上 代表取締役 岡澤正章 

３ 変更の年月日 
   平成２０年５月９日 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年８月１３日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
  (１)  縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び上益城地域振興局総務振興課 
  (２)  縦覧期間 
    平成２０年８月２９日から平成２０年１２月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６０９号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ジャスコ玉名店 
  玉名市亀甲字前田９５番地ほか 
２ 変更した事項 
   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 
             変更前              変更後 

イオン九州株式会社 
代表取締役 松井博史 

 
代表取締役 岡澤正章 

株式会社谷呉服店 
福岡県福岡市平尾二丁目１０番１号 

福 岡 県 筑紫 野 市 二日 市 中 央二 丁 目 ３
番２号 

株式会社プラザクリエイト 
東 京 都 千代 田 区 五番 町 一 番地 市 ヶ 谷
大郷ビル６Ｆ 

 
東 京 都 千代 田 区 五番 町 １ 番地 市 ヶ 谷
大郷ビル７Ｆ 

株式会社九州タカラブネ 
代表取締役 新開純也 
福岡県筑後市大字下北島７３０番地 

            （退店） 
 
 

株式会社フード・ラボ 
代表取締役 立原知博 
熊本市麻生田三丁目１１番１２号 

            （退店） 
 
 

林 次夫 
玉名市中１１４０番４号 

            （退店） 
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イオンクレジットサービス株式会社 
代表取締役 森 英樹 
福 岡 県 福岡 市 博 多区 店 屋 街８ 番 ３ ０
号 

            （退店） 
 
 
 

株式会社肥後銀行 
代表取締役 稲垣精一 
熊本市練兵町１番地 

            （退店） 
 
 

鹿川 護 
玉名郡菊水町瀬川９１９番１号 

            （退店） 
 

田上一則 
玉名市繁根木２６８番地 

            （退店） 
 

小篠英一 
玉名市松木２４番１２号 

            （退店） 
 

坂本 稔 
玉名市伊倉北方３１７０番地 

            （退店） 
 

坂本孝昭 
玉名市高瀬下町 

            （退店） 
 

吉永レイコ 
玉名市亀甲１７８番１号 

            （退店） 
 

竹田京子 
玉名市亀甲３２番地 

            （退店） 
 

          （新規出店） 
 
 
 

株式会社スイートガーデン 
代表取締役 小池和則 
京 都 府 京都 市 中 京区 烏 丸 通御 池 下 る
虎屋町５６６番１号 

          （新規出店） 
 
 

協同組合玉名ショッピングセンター 
理事長 鹿川 護 
玉名市亀甲字前田８９番地 

３ 変更の年月日 
   平成２０年５月９日 
４ 変更する理由 
  小売業者の住所及び代表者の変更並びに小売業者入替えのため 
５ 届出年月日 
  平成２０年８月１３日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
  (１)  縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び玉名地域振興局総務振興課 
  (２)  縦覧期間 
    平成２０年８月２９日から平成２０年１２月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６１０号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）附則第５条第１項の規定に基づき平
成２０年３月１９日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により熊本市から意
見書の提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該
意見書を縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームワイド菊陽店（旧 ホームワイド菊陽バイパス店） 
  熊本市龍田町弓削６７７番地１ほか 
２ 市町村意見の概要 
  意見なし 
３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６１１号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定に基づき平成２
０年３月２６日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により熊本市から意見書
の提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見
書を縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームワイド菊陽店 
  熊本市龍田町弓削６７７番地１ほか 
２ 市町村意見の概要 
  なし 
３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６１２号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定に基づき平成２
０年３月２５日に行われた届出に対し、同法第８条第１項及び２項の規定により八代市及
び八代商工会議所から意見書の提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおり
その概要を公告し、当該意見書を縦覧に供する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  スーパーセンタートライアル八代店 
  八代市新開町三号３番２５ほか 
２ 市町村意見の概要 
 （１） 交通安全対策について 
      ア 右折車輌による交通渋滞が懸念されるため、開店時及び繁忙期のみだけでなく、 
    交通整理員を常時配置すること。 
   イ  出庫時における視認性を高めるため、両脇の障害物（フェンス等）の設置には 
    十分注意すること。 
   ウ 事故防止等のため、関係機関等と協議を行い、必要な安全対策を講じること。 
 （２） 防災・防犯対策について 
    施設の南側は通学路にあたるため、少年のたまり場とならないよう防犯カメラや 
   照明の配置について配慮すること。 
 （３） 騒音対策について 
   ア 早朝及び深夜の出退車輌の騒音対策並びに特定施設から発生が危惧される低周 
    波音対策を十分に講じること。 
   イ 店舗近隣に住宅があるため、アイドリングストップを周知すること。 
 （４） 廃棄物減量化及びリサイクルについて 
   ア 資源として流通できるものについては、適正な分別と自主流通ルートを確保し、 
    再資源化に努めること。 
   イ かよい箱の積極的な活用とレジ袋や過剰包装の削減に努め、廃棄物の排出抑制 
    及び減量化を図ること。  
 （５） 街並みづくり等への配慮について 
     ア 夜間照明について、周辺住民への影響を考慮し、設置箇所や角度等を検討する 
    こと。 
   イ 敷地内の緑化に努めること。 
３  八代商工会議所意見の概要 
 （１） 交通について 
      ア  当該店舗の出店に伴い、県道八代大手町線のさらなる交通渋滞の悪化が懸念さ 
    れるため、店舗北側の車輌等出入口について交通渋滞対策を講じること。 
      イ 入出店時の接触事故や交通渋滞発生が懸念されるため、店舗北側の車輌等出入 
    口に交通整理員を常時配置すること（早朝・深夜を除く。）。 
      ウ 来店者が交通事故を起こさないように案内板の設置やレジ精算時の交通安全チ 
    ラシ配布等の配慮を行うこと。 
   エ 店舗南側方面からの来店客について、八代大橋の交通渋滞を悪化させないため、 
        折込チラシ等に入出店経路を明示すること。 
   オ 接触事故等の発生を減少させるため、県道八代港大手町線からの左折進入レー 
    ンの設置について検討していただきたい。 
 （２） 駐車場・駐輪場について 
      ア  駐車場については、指針による必要駐車台数と同じ２８８台の収容台数を計画 
    してあるが、盆や正月等の繁忙期には不足することが予想されるので、臨時駐車 
    場等の設置を検討していただきたい。 
   イ  他の類似店舗の調査結果を基に駐輪場の収容台数を５６台と計画してあるが、 
    当地域では他地域より自転車や原動機付自転車による来店客が多いため、指針に 
    参考値として示してある水準（店舗面積約３５平方メートル当たり１台）に基づ 
    いて計算された駐輪場台数１６７台の設置を検討していただきたい。 
 （３） 騒音について 
        早朝からの商品搬入・荷さばきによる騒音発生が懸念されるため、荷さばき施設 
   や廃棄物保管施設の外壁側に遮音壁の設置を検討していただきたい。 
    また、騒音防止と環境保護の観点から来店客及び商品搬入業者へのアイドリング 
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   ストップの周知徹底を行い、必要でない空調設備は積極的に電源を切る等の配慮を 
   行うこと。 
 （４） 防犯について 
       当該店舗は店舗面積が広く、２４時間営業でもあり、青少年による犯罪発生が懸 
   念されるため、防犯カメラの設置や警備員の常時配置、中学・高校等の各教育機関 
   及び八代警察署等と連携した積極的な犯罪防止対策を行うこと。 
 （５） 光害（照明）について 
       当該店舗は２４時間営業であり、出店に伴い夜間の照明による周辺住民の安眠妨 
   害等の悪影響が懸念されるため、夜間の照明は防犯上必要最低限度を点灯し、環境 
   保護の観点から必要でない照明は積極的に消灯する等の配慮を行うこと。 
 （６） 廃棄物について 
        環境保護の観点から当該店舗が設置を計画しているリサイクルボックス以外にも 
   簡易式生ごみ処理機の設置等、ごみ減量対策への積極的な取組を行うこと。 
４  意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び八代地域振興局総務振興課 
平成２０年８月２９日から平成２０年９月２９日まで 
 
 
熊本県公告第６１３号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 八代市東陽町北３８１１番地３ 
２ 築造者の氏名 堺直 
３ 道路の位置 宇城市松橋町両仲間字庄田１０７２番４ 
４ 道路の幅員 ６．０４メートル 
５ 道路の延長 ４０．４６メートル 
６ 指定年月日 平成２０年８月１４日 
７ 指定番号 宇城景建第２０号 
 
 
熊本県公告第６１４号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    所 在 八代市日奈久塩北町字野添２９７９番１ 
    地 目 宅地    
  地 積 ５，７７７．７３平方メートル 
   最低売却価格２９，１００，０００円 
２ 入札期日 
  平成２０年１０月１５日（水）午前１０時３０分 
３ 入札場所 
  八代市西片町１６６０ 熊本県八代総合庁舎 ５階 中会議室 
４ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと

する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 契約保証金 
  契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す

るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保
証をした小切手により行わなければならない。 

７ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
８ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
    提出方法  持参又は郵送による。 
    提出期限 平成２０年１０月１０日（金）午後５時 
              （郵送の場合は提出期限までに必着） 
    提出先 熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
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９ 入札に参加しようとする者は、８の入札参加申込書のほか、入札当日に次に掲げる  
 書類を提出しなければならない。 
 (１） 個人の場合  印鑑証明書 
  (２) 法人の場合  印鑑証明書 
  (３) 代理人が参加する場合  (１)又は(２)に掲げる書類及び委任状 
１０ その他 
  (１) 契約締結期限 平成２０年１０月２８日（火）午後５時 
  (２) 売買代金納入期限 契約書により指定する。 
  (３) 契約締結場所 別途指定する。 
  (４) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）を承知のうえ、入札するものとする。 
  (５) 問い合わせ先  
       熊本県総務部管財課（電話０９６―３３３―２１２２） 
 
 
熊本県公告第６１５号 
 クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項の規定により、平成２０
年度クリーニング師試験を次のとおり実施する。 
平成２０年８月２９日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 試験の日時及び場所 
 (１) 日時 平成２０年１０月１９日（日） 
  ア 学科試験 午前１０時から正午まで 
  イ 実地試験 午後１時から 
 (２) 場所 株式会社シロヤパリガン（熊本市上熊本二丁目６番７号） 
２ 試験科目 
 (１) 学科試験 
  ア 衛生法規に関する知識 
  イ 公衆衛生に関する知識 
  ウ 洗たく物の処理に関する知識 
  (２)  実地試験（洗たく物の処理に関する知識及び技能） 
    ア しみの種類及びしみ抜き方法の鑑別 
  イ 繊維の鑑別 
  ウ  薬品の鑑別 
  エ  長袖ワイシャツ蒸気アイロン仕上げ 
    ※１ 蒸気アイロン及び長袖ワイシャツは、熊本県で準備する 
    ※２ アイロン仕上げの際にノリは使用しない 
３ 受験資格 
  次の各号のいずれかに該当する者であること。 
 (１) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規定する者 
 (２) 旧国民学校令（昭和１６年勅令第１４８号）による国民学校の高等科を修了した 
   者、旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学校の２年の課程を終わ 
   った者又はクリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５号）で定めると 
   ころによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者 
４ 受験手続 
 (１) クリーニング師試験受験願書（以下「願書」という。）の配布 
    熊本県健康福祉部薬務衛生課及び県内各保健所（熊本市保健所を含む。）で配布

する。ただし、県外に住所を有する受験希望者にあっては郵送での配布も行う。こ
の場合、封筒の表に「クリーニング師試験受験願書請求」と朱書きし、あて先を明
記し、１２０円切手を貼付した返信用封筒（角型２号：Ａ４サイズ）を同封のうえ、
熊本県健康福祉部薬務衛生課（〒８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１
号）に請求すること。 

 (２) 提出書類 
  ア 願書 
  イ 受験資格を有することを証明する書類（卒業証書の写し、卒業証明書等） 
    卒業証書の写しの場合は、併せて原本も願書提出先に提出し、原本と相違ない旨

の確認を受けること（確認後、原本は返却する）。 
    また、卒業証書等の氏名が婚姻その他の理由により、現在の氏名と異なっている

場合は、卒業証書等の氏名から現在の氏名への変更の経緯が記載された戸籍の謄本
（又は抄本）も提出すること。 

  ウ 写真１枚 
    出願前６か月以内に撮影した正面向き、無帽のもので、縦５センチメートル、横

４．５センチメートルのもの。なお、写真の裏に受験希望者の氏名を記入し、写真
票の所定の欄に貼付すること。 

 (３) 受験手数料  
    受験手数料として、７，６００円分の熊本県収入証紙を受験願書の所定の欄に貼

付すること。 
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  (４) 願書等の提出先 
    県内に住所を有する受験希望者にあっては県内各保健所（熊本市保健所を含む。） 
   に提出すること。 
    なお、県外に住所を有する受験希望者にあっては、熊本県健康福祉部薬務衛生課 
   （〒８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号）に提出すること。 
 (５) 願書等を郵送で提出する場合 
    やむを得ず、郵送で提出する場合は必ず書留とし、「クリーニング師試験受験申

込」と朱書きすること。熊本県収入証紙の入手が困難な場合は、以下のとおりとす
る。 

  ア 手数料を現金で納付する場合は、受験願書等に７，６００円を同封し、現金書留
で郵送すること。 

  イ 手数料を郵便為替で納付する場合は、受験願書等に郵便為替（普通為替）７，６
００円分を同封し、書留で郵送すること。 

 (６) 願書の受付期間 
    平成２０年９月８日（月）から平成２０年９月２４日（水）まで（土曜日、日曜 
   日及び祝日を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
    なお、郵送による場合は、平成２０年９月２４日（水）までの消印のあるものに 
   限り受け付ける。 
 (７) 受験票の交付 
    受験票は、願書等の審査後、熊本県健康福祉部薬務衛生課から願書記載の受験者 
   現住所に送付する。 
５ 合格基準 
 (１) 学科試験 
    ３科目の合計得点が満点の６割以上であること。（ただし、１科目でも満点の４

割未満の場合は不合格とする。） 
 (２) 実地試験 
    ４科目の合計得点が満点の６割以上であること。（ただし、１科目でも満点の４

割未満の場合は不合格とする。） 
６ 合格者の発表 
  平成２０年１１月１２日（水）午前１０時に、合格者の受験番号を県庁本館１階ロビ

ー及び県内各保健所（熊本市保健所を含む。）に掲示するとともに、県庁ホームページ
に掲載する。 

  また、合格者には合格通知書を送付する。 
  なお、電話による照会には一切応じない。 
７ その他 
 (１) 願書の請求及び受験についての照会は、県内各保健所（熊本市保健所を含む。）

又は熊本県健康福祉部薬務衛生課（電話番号０９６－３３３－２２４５）に行うこ
と。 

  (２)  試験の科目別得点及び合計得点の開示を希望する受験者には、熊本県個人情報保
護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）第２２条の規定に基づき、合格発表の日
から１か月間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）、午前８時３０分から午後５時
３０分まで熊本県健康福祉部薬務衛生課において、受験票を持参した受験者本人に
のみ開示する。 

  (３) 受験手数料は、申込受付後においては、申込みを取り消した場合又は試験を受け 
   なかった場合でも返還しない。   
 
 
熊本県公告第６１６号 
 次のとおり一般競争入札により売却する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  件名 クレーン車（日野自動車・スイングヤーダ） 
  型式 Ｕ－ＦＦ３ＨＪＡＡ改 
  年式 平成７年式 
  仕様等の詳細は「入札案内書」を参照してください。 
２ 入札案内書 
  交付期間 平成２０年８月２９日（金）から平成２０年９月１２日（金）まで 
  交付場所 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
３ 入札期日 
  平成２０年９月１７日（水）午前１０時 
４ 入札場所 
  熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所  
５ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、購入希望金額の１００分の５以上の金額を納付するも

のとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証を
した小切手により行わなければならない。なお、落札者が売買代金を納入期限までに支
払わないときは、熊本県に帰属する。 
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６ 開札期日 入札終了後即時 
７ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
（１）  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
（２） 破産者で復権を得ない者 
（３）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいず 
   れかに該当すると認められる者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過 
   していないもの 
８ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
    提出方法  持参又は郵送による。 
    提出期限 平成２０年９月１２日（金） 午後５時 
              （郵送の場合は提出期限までに必着） 
    提出先 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
９ 入札に参加しようとする者は、８の入札参加申込書のほか、入札当日に次に掲げる書 
 類を提出しなければならない。 
（１）  個人の場合  印鑑登録証明書 
（２）  法人の場合  印鑑証明書 
（３）  代理人が参加する場合  （１）又は（２）に掲げる書類及び委任状 
１０ その他 
（１）  売買代金納入期限 入札当日の午後２時３０分までに納付すること。 
（２）  入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）等を承知のうえ、入札するものとする。 
（３）  問い合わせ先  
       熊本県林業研究指導所（電話番号０９６―３３９―２２２１） 
 
 
熊本県公告第６１７号 
 次のとおり一般競争入札により売却する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 

件名 クレーン車（日野自動車・タワーヤーダ） 
型式 Ｕ－ＧＤ３ＨＥＡＡ改 
年式 平成７年式 
仕様等の詳細は「入札案内書」を参照してください。 

２ 入札案内書 
  交付期間 平成２０年８月２９日（金）から平成２０年９月１２日（金）まで 
  交付場所 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
３ 入札期日 
  平成２０年９月１７日（水）午前１０時 
４ 入札場所 
  熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
５ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、購入希望金額の１００分の５以上の金額を納付するも

のとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証を
した小切手により行わなければならない。なお、落札者が売買代金を納入期限までに支
払わないときは、熊本県に帰属する。 

６ 開札期日 入札終了後即時 
７ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
（１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
（２） 破産者で復権を得ない者 
（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいず 
   れかに該当すると認められる者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過 
   していないもの 
８ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
    提出方法  持参又は郵送による。 
    提出期限 平成２０年９月１２日（金） 午後５時 
              （郵送の場合は提出期限までに必着） 
    提出先 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
９ 入札に参加しようとする者は、８の入札参加申込書のほか、入札当日に次に掲げる書 
 類を提出しなければならない。 
（１）  個人の場合  印鑑登録証明書 
（２）  法人の場合  印鑑証明書 
（３）  代理人が参加する場合  （１）又は（２）に掲げる書類及び委任状 
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１０ その他 
（１）  売買代金納入期限 入札当日の午後２時３０分までに納付すること。 
（２）  入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）等を承知のうえ、入札するものとする。 
（３）  問い合わせ先  
       熊本県林業研究指導所（電話番号０９６―３３９―２２２１） 
 
 
熊本県公告第６１８号 
 次のとおり一般競争入札により売却する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  件名 ＫＥＴＯ（ハーベスター） 
  型式 ３１２  
  仕様等の詳細は「入札案内書」を参照してください。 
２ 入札案内書 
  交付期間 平成２０年８月２９日（金）から平成２０年９月１２日（金）まで 
  交付場所 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
３ 入札期日 
  平成２０年９月１７日（水）午前１０時 
４ 入札場所 

熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
５ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、購入希望金額の１００分の５以上の金額を納付するも 
のとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証を 
した小切手により行わなければならない。なお、落札者が売買代金を納入期限までに支 
払わないときは、熊本県に帰属する。 

６ 開札期日 入札終了後即時 
７ 入札参加資格 
  次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
（１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
（２） 破産者で復権を得ない者 
（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいず 
   れかに該当すると認められる者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過 
   していないもの 
８ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
  提出方法  持参又は郵送による。 
  提出期限 平成２０年９月１２日（金） 午後５時 
       （郵送の場合は提出期限までに必着） 
  提出先 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
９ 入札に参加しようとする者は、８の入札参加申込書のほか、入札当日に次に掲げる書 
 類を提出しなければならない。 
（１） 個人の場合  印鑑登録証明書 
（２） 法人の場合  印鑑証明書 
（３） 代理人が参加する場合  （１）又は（２）に掲げる書類及び委任状 
１０ その他 
（１） 売買代金納入期限 入札当日の午後２時３０分までに納付すること。 
（２） 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）等を承知のうえ、入札するものとする。 
（３） 問い合わせ先  
    熊本県林業研究指導所（電話番号０９６―３３９―２２２１） 
 
 
熊本県公告第６１９号 
 次のとおり一般競争入札により売却する。 
  平成２０年８月２９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  件名 ＫＯＢＥＬＣＯ（プロセッサー）ＣＰ 
  型式 ＳＫ１２０－２ 
  仕様等の詳細は「入札案内書」を参照してください。 
２ 入札案内書 
  交付期間 平成２０年８月２９日（金）から平成２０年９月１２日（金）まで 
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  交付場所 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
３ 入札期日 
  平成２０年９月１７日（水）午前１０時 
４ 入札場所 
  熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
５ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、購入希望金額の１００分の５以上の金額を納付するも 
 のとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証を 
 した小切手により行わなければならない。なお、落札者が売買代金を納入期限までに支 
 払わないときは、熊本県に帰属する。 
６ 開札期日 入札終了後即時 
７ 入札参加資格 
  次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
（１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
（２） 破産者で復権を得ない者 
（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいず 
   れかに該当すると認められる者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過 
   していないもの 
８ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
  提出方法  持参又は郵送による。 
  提出期限 平成２０年９月１２日（金） 午後５時 
       （郵送の場合は提出期限までに必着） 
  提出先 熊本市黒髪八丁目２２２番地２ 熊本県林業研究指導所 
９ 入札に参加しようとする者は、８の入札参加申込書のほか、入札当日に次に掲げる書 
 類を提出しなければならない。 
（１） 個人の場合  印鑑登録証明書 
（２） 法人の場合  印鑑証明書 
（３） 代理人が参加する場合  （１）又は（２）に掲げる書類及び委任状 
１０ その他 
（１） 売買代金納入期限 入札当日の午後２時３０分までに納付すること。 
（２） 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）等を承知のうえ、入札するものとする。 
（３） 問い合わせ先 
    熊本県林業研究指導所（電話番号０９６―３３９―２２２１） 
 
 
 
 
 熊本県職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２０年８月２９日 
                  熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之    
熊本県人事委員会規則第３７号 
   熊本県職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 
 熊本県職員の管理職手当に関する規則（昭和３２年熊本県人事委員会規則第１１号）の
一部を次のように改正する。 
 別表第１警察の部警察本部の項中「行政職給料表」の次に「又は公安職給料表」を加え、
「次席（区分６種のものを除く。）」を「副室長（警部の階級にあるものに限る。） 次 
席（区分６種のものを除く。）」に改める。 
   附 則  
 この規則は、平成２０年９月１日から施行する。 
 
 
くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会公告第５号 
 くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
 平成２０年８月２９日 
               くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会長 
１ 開催日時 
  平成２０年９月４日（木） 
  午前１０時から（１時間３０分程度） 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁新館２階「多目的ＡＶ会議室」 
３ 会議内容 
 （１） 熊本県次世代育成支援行動計画（くまもと子育ち・子育て応援大作戦）の平成 
     １９年度の実施状況について 
 （２） その他 

 登載依頼 
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４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、氏名、住所を記入し、事務局の指 
    示により、会議の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会事務局（熊本県健康福祉部少子化対策 
  課次世代育成支援班） 
  （電話０９６－３３３－２２２５） 
 
 
熊本県環境審議会鳥獣部会公告第１号 
 平成２０年度熊本県環境審議会第１回鳥獣部会の会議を次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は次のとおりとする。 
  平成２０年８月２９日 
             熊本県環境審議会鳥獣部会 
                          部会長 阿 部 正 喜    
１ 開催日時   
  平成２０年９月４日（木） 
  午前９時３０分から正午まで 
２ 開催場所 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁新館８階 ８０２会議室 
３ 議題 
 （１） 熊本県特定鳥獣（イノシシ）保護管理計画の策定について 
 （２） 第１０次鳥獣保護事業計画の変更について 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに当会議の会場において受け付けのう 
    え、事務局の指示に従い会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県環境生活部自然保護課 
  （電話０９６－３３３－２２７５） 
 
 
熊本県医療審議会公告第３号 
 熊本県医療審議会の会議を次のとおり開催する。 
  平成２０年８月２９日 
                     熊本県医療審議会 
                           会 長 北 野 邦 俊 
１ 開催日時 
  平成２０年９月５日（金） 
  午後３時から午後５時まで 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁行政棟本館５階 審議会室 
３ 議題 
 （１）医療法人の設立認可について 
 （２）医療法人の解散認可について 
 （３）医療法人の合併認可について 
 （４）医療法人の理事長選任特例認可について 
 （５）熊本市と富合町の編入合併に伴う第５次熊本県保健医療計画の変更案について 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続き 
（１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付のうえ、 
  事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。 
（２）傍聴手続は先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県医療審議会事務局（熊本県健康福祉部医療政策総室） 
  （電話０９６－３３３－２２０５（ダイヤルイン）） 
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熊本県内水面漁場管理委員会告示第１号 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第４項の規程に基づき、内水面における
漁場計画（免許の内容）に関する公聴会の開催日時及び開催場所、漁場計画の概要を次の
とおり告示する。 
  平成２０年８月２９日 
                 熊本県内水面漁場管理委員会会長 伊勢田 弘志  
１ 開催日時 平成２０年９月９日（火）午後１時３０分から 
２ 開催場所 熊本県庁本館１０階１００１会議室（熊本市水前寺６丁目１８番１号） 
３ 漁場計画の概要 
   別記のとおり 
   なお、漁場計画の詳細については、当委員会事務局（県庁水産振興課内）において 
  閲覧に供する。 
４ その他 
   公聴会において意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、従事する漁業又は 
  職業及び意見の概要を記載した書面を公聴会開催前日までに当委員会事務局へ提出し 
  て下さい。 
   なお、公述者の代理人として意見を述べようとする者は、代理人であることを証明 
  する書面を持参して下さい。 
 
別記 内水面における第１２次漁業権切替に関する漁場計画概要 
漁場計画番号 内区第１号 
１ 漁場の位置及び漁場の区域 
 漁場の位置 
  宇城市松橋町及び小川町 
 漁場の区域 
  県道鏡八代線砂川橋から下流２００メートルの地点から下流の八枚戸川及び砂川河口 
  から上流１，０００メートルまでの砂川 
２ 漁業の種類及び漁業の時期 

      漁業の種類               漁業の時期 

第３種区画漁業 
しじみ養殖業 

 
      １月１日から１２月３１日まで 

３ 地元地区 
  宇城市松橋町及び小川町 
４ 制限又は条件 
  公益事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 
 
 
熊本県公安委員会規則第９号 
 熊本県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
  平成２０年８月２９日 
                     熊本県公安委員会委員長 松村 敏人   
   熊本県道路交通規則の一部を改正する規則 
 熊本県道路交通規則（昭和４７年熊本県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改
正する。 
 第５条に次の１項を加える。 
６ 第１項又は第２項に該当する場合で、人の生命又は身体の保護のため緊急やむを得ず 
 駐車する必要があり、駐車許可申請書を提出するいとまがないときは、口頭で警察署長 
 に申し出ることによって、駐車許可申請書の提出に代えることができる。この場合にお 
 ける手続等については、警察本部長が別に定める。 
   附 則 
 この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 
 


